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(57)【要約】
【課題】接続相手部材が電気的に接続される接続部材を
適正に保持することができるバッテリ端子を提供するこ
とを目的とする。
【解決手段】バッテリ端子１は、バッテリポストＰに締
結される締結部２１と、締結部２１と電気的に接続され
る保持部２２と、保持部２２に保持され、接続相手部材
Ｔが電気的に接続される接続部材１０とを備え、保持部
２２は、挿通方向Ｘに沿って開口する挿通孔２０ｊが形
成され、接続部材１０は、保持部２２に保持される基部
１０ａと、基部１０ａから挿通方向Ｘに沿って突出して
形成され挿通孔２０ｊを挿通方向Ｘに沿って貫通し接続
相手部材Ｔが締結される軸部１０ｂと、軸部１０ｂの基
端に設けられ挿通方向Ｘと交差する交差方向Ｙ、Ｚの幅
Ｈｃが基部１０ａの幅Ｈａより小さくかつ軸部１０ｂの
幅Ｈｂより大きく形成され挿通孔２０ｊ内に位置する調
整部１０ｃとを有することを特徴とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリポストに締結される締結部と、
　前記締結部と電気的に接続される保持部と、
　前記保持部に保持され、接続相手部材が電気的に接続される接続部材とを備え、
　前記保持部は、挿通方向に沿って開口する挿通孔が形成され、
　前記接続部材は、前記保持部に保持される基部と、前記基部から前記挿通方向に沿って
突出して形成され前記挿通孔を前記挿通方向に沿って貫通し前記接続相手部材が締結され
る軸部と、前記軸部の基端に設けられ前記挿通方向と交差する交差方向の幅が前記基部の
幅より小さくかつ前記軸部の幅より大きく形成され前記挿通孔内に位置する調整部とを有
することを特徴とする、
　バッテリ端子。
【請求項２】
　前記調整部は、中心軸線が前記挿通方向に沿う円柱状に形成される、
　請求項１に記載のバッテリ端子。
【請求項３】
　前記軸部は、前記挿通方向の先端に、他の接続部材と識別可能な識別記号部が形成され
る、
　請求項１又は請求項２に記載のバッテリ端子。
【請求項４】
　前記調整部は、前記挿通方向に対して、前記挿通方向の先端側の面が前記保持部の前記
接続相手部材との当接面と揃っている、
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のバッテリ端子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリ端子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバッテリ端子として、例えば、特許文献１には、第一接合板と、第二接合板と、
端子固定ボルトと、を備えたバッテリーターミナルが開示されている。第一接合板は、バ
ッテリーポストを挿入するための第一バッテリーポスト挿入穴を有する第一環状部に連成
される。第二接合板は、バッテリーポストを挿入するための第二バッテリーポスト挿入穴
を有する第二環状部に連成される。端子固定ボルトは、第一バッテリーポスト挿入穴及び
第二バッテリーポスト挿入穴の各軸を合わせるようにして第一接合板及び第二接合板を重
ねた状態でこれら第一接合板及び第二接合板により固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３１７７００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述の特許文献１に記載のバッテリーターミナルは、例えば、接続相手部材
が電気的に接続される接続部材を構成する端子固定ボルトの保持の点で更なる改善の余地
がある。
【０００５】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、接続相手部材が電気的に接続さ
れる接続部材を適正に保持することができるバッテリ端子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係るバッテリ端子は、バッテリポストに締結され
る締結部と、前記締結部と電気的に接続される保持部と、前記保持部に保持され、接続相
手部材が電気的に接続される接続部材とを備え、前記保持部は、挿通方向に沿って開口す
る挿通孔が形成され、前記接続部材は、前記保持部に保持される基部と、前記基部から前
記挿通方向に沿って突出して形成され前記挿通孔を前記挿通方向に沿って貫通し前記接続
相手部材が締結される軸部と、前記軸部の基端に設けられ前記挿通方向と交差する交差方
向の幅が前記基部の幅より小さくかつ前記軸部の幅より大きく形成され前記挿通孔内に位
置する調整部とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、上記バッテリ端子では、前記調整部は、中心軸線が前記挿通方向に沿う円柱状に
形成されるものとすることができる。
【０００８】
　また、上記バッテリ端子では、前記軸部は、前記挿通方向の先端に、他の接続部材と識
別可能な識別記号部が形成されるものとすることができる。
【０００９】
　また、上記バッテリ端子では、前記調整部は、前記挿通方向に対して、前記挿通方向の
先端側の面が前記保持部の前記接続相手部材との当接面と揃っているものとすることがで
きる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るバッテリ端子は、バッテリポストに締結された締結部と保持部とが電気的
に接続され、当該保持部に保持された接続部材に対して接続相手部材が電気的に接続され
る。この構成において、保持部は、挿通方向に沿って開口する挿通孔が形成されている。
そして、接続部材は、基部が保持部に保持された状態で、軸部が挿通孔を挿通方向に沿っ
て貫通し、かつ、調整部が挿通孔内に位置する。ここで、接続部材において、軸部は、接
続相手部材が締結される部分であり、調整部は、当該軸部の基端に設けられ挿通方向と交
差する交差方向の幅が基部の幅より小さくかつ軸部の幅より大きく形成された部分である
。この構成により、バッテリ端子は、挿通孔内に位置する調整部によって、保持部に保持
された接続部材の位置ずれを抑制することができる。この結果、バッテリ端子は、接続相
手部材が電気的に接続される接続部材を適正に保持することができる、という効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施形態に係るバッテリ端子の概略構成を表す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態に係るバッテリ端子の概略構成を表す分解斜視図である。
【図３】図３は、実施形態に係るバッテリ端子の概略構成を表す分解斜視図である。
【図４】図４は、実施形態に係るバッテリ端子の概略構成を表す斜視図である。
【図５】図５は、実施形態に係るバッテリ端子の保持部を含む部分斜視図である。
【図６】図６は、実施形態に係るバッテリ端子の概略構成を表す断面図である。
【図７】図７は、実施形態に係るバッテリ端子保持部を含む部分断面斜視図である。
【図８】図８は、変形例に係るバッテリ端子のスタッドボルトの概略構成を表す斜視図で
ある。
【図９】図９は、変形例に係るバッテリ端子のスタッドボルトを含む部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態
によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、
当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
【００１３】
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　なお、以下の説明では、互いに交差する第１方向、第２方向、及び、第３方向のうち、
第１方向を「軸線方向Ｘ」といい、第２方向を「第１幅方向Ｙ」といい、第３方向を「第
２幅方向Ｚ」という。ここでは、軸線方向Ｘと第１幅方向Ｙと第２幅方向Ｚとは、相互に
略直交する。軸線方向Ｘは、典型的には、バッテリ端子が設けられるバッテリポストの中
心軸線Ｃ１やスタッドボルトの中心軸線Ｃ２に沿う方向、スタッドボルトの挿通方向、バ
ッテリの高さ方向等に相当する。第１幅方向Ｙは、典型的には、締結部と保持部とが並ぶ
方向、バッテリの短辺方向等に相当する。第２幅方向Ｚは、典型的には、バッテリ端子部
の締付方向、バッテリの長辺方向等に相当する。また、第１幅方向Ｙ、第２幅方向Ｚは、
典型的には、スタッドボルトの挿通方向（軸線方向Ｘ）と交差する交差方向にも相当する
。典型的には、バッテリ端子が車両に設置され当該車両が水平面に位置する状態で、軸線
方向Ｘは、鉛直方向に沿い、第１幅方向Ｙ、第２幅方向Ｚは、水平方向に沿う。以下の説
明で用いる各方向は、特に断りのない限り、各部が相互に組み付けられた状態での方向を
表すものとする。
【００１４】
［実施形態］
　図１、図２に示す本実施形態のバッテリ端子１は、バッテリポストＰに組み付けられる
ことによって、バッテリＢと、接続相手部材としての接続端子Ｔとを電気的に接続するた
めの部品である。
【００１５】
　バッテリＢは、車両等に蓄電装置として搭載されるものである。バッテリＢは、バッテ
リ液や種々の構成部品を収容するバッテリ筐体ＢａにバッテリポストＰが立設される。バ
ッテリポストＰは、鉛電極であり、バッテリ筐体Ｂａのうちの１つの面、典型的には、バ
ッテリＢを車両に搭載した状態で鉛直方向上側に位置する面に立設される。バッテリポス
トＰは、バッテリ筐体Ｂａの鉛直方向上側の面から鉛直方向上側に向けて突出する。バッ
テリポストＰは、円柱状、より詳細には、先端側に進むにつれて径が小さくなるようテー
パが付けられた円柱状に形成される。バッテリポストＰは、中心軸線Ｃ１が軸線方向Ｘ（
鉛直方向）に沿うように配置され、軸線方向Ｘに沿って柱状に延在する。バッテリポスト
Ｐは、１つのバッテリＢにおいて、正極（プラス（＋）極）として１つ、負極（マイナス
（－）極）として１つ、合計２つ設けられる（図１、図２等には一方側のみを図示）。ま
た、接続端子Ｔは、このバッテリＢを搭載した車両に配索される電線Ｗの末端に設けられ
、接続相手部材を構成するものである。バッテリ端子１は、上記のように構成されるバッ
テリポストＰに締結されると共に当該接続端子Ｔが電気的に接続される。
【００１６】
　そして、本実施形態のバッテリ端子１は、接続端子Ｔが電気的に接続される接続部材と
してのスタッドボルト１０に所定の形状を付加し調整部１０ｃを設けることで、当該スタ
ッドボルト１０を適正に保持することができる構成を実現している。以下、各図を参照し
てバッテリ端子１の各構成について詳細に説明する。
【００１７】
　具体的には、バッテリ端子１は、図３、図４、図５、図６に示すように、スタッドボル
ト１０と、本体部２０と、締付機構３０とを備える。
【００１８】
　スタッドボルト１０は、本体部２０に保持され、接続端子Ｔが電気的に接続される締結
部材である。スタッドボルト１０は、基部１０ａと、軸部１０ｂと、調整部１０ｃとを有
し、これらが導電性を有する金属材料によって一体で形成される。
【００１９】
　基部１０ａは、本体部２０に保持される部分であり、いわゆるボルト頭部を構成する。
基部１０ａは、略矩形板状に形成され、板厚方向が軸線方向Ｘに沿い、かつ、第１幅方向
Ｙ、及び、第２幅方向Ｚに沿って延在する。基部１０ａは、軸部１０ｂや調整部１０ｃよ
り大径の部分として形成され、軸部１０ｂが立設される台座部分を構成する。
【００２０】
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　軸部１０ｂは、基部１０ａの略中央位置から軸線方向Ｘ（挿通方向）に沿って一方側に
突出して形成され、接続端子Ｔが締結される部分である。軸部１０ｂは、中心軸線Ｃ２が
軸線方向Ｘに沿う略円柱状に形成され、外周面に螺合溝が形成されている。軸部１０ｂは
、当該螺合溝に締結部材であるナット１１が螺合可能である。
【００２１】
　調整部１０ｃは、軸部１０ｂの基端（軸線方向Ｘの基部１０ａ側の端）に設けられる部
分である。言い換えれば、調整部１０ｃは、基部１０ａと軸部１０ｂとが交わる部分に形
成されている。そして、調整部１０ｃは、軸線方向Ｘと交差する第１幅方向Ｙ、第２幅方
向Ｚの幅が基部１０ａの幅より小さくかつ軸部１０ｂの幅より大きく形成される。本実施
形態の調整部１０ｃは、中心軸線Ｃ２が軸線方向Ｘに沿う略円柱状に形成される。略円柱
状に形成される調整部１０ｃは、例えば、軸部１０ｂの螺合溝と共に転造によって一体形
成される。
【００２２】
　より具体的には、スタッドボルト１０は、図６に示すように、第１幅方向Ｙ、第２幅方
向Ｚに対する基部１０ａの幅Ｈａ、軸部１０ｂの幅Ｈｂ、及び、調整部１０ｃの幅Ｈｃが
下記の数式（１）に示す大小関係を満たすように各部が一体で形成される。
 
　　Ｈｂ＜Ｈｃ＜Ｈａ　・・・（１）
 
【００２３】
　ここで、上記基部１０ａの幅Ｈａとは、典型的には、略矩形状に形成された基部１０ａ
の一辺の長さに相当する。また、上記軸部１０ｂの幅Ｈｂとは、典型的には、略円柱状に
形成された当該軸部１０ｂの外径に相当する。さらには、上記調整部１０ｃの幅Ｈｃとは
、典型的には、略円柱状に形成された当該調整部１０ｃの外径に相当する。
【００２４】
　なお、上記のように構成されるスタッドボルト１０の調整部１０ｃの機能、作用等につ
いては、後で詳細に説明する。
【００２５】
　本体部２０は、導電性を有しバッテリポストＰに締結される主たる部分である。本体部
２０は、バッテリポストＰに締結される締結部２１と、締結部２１と電気的に接続される
保持部２２とを有し、これらが導電性を有する金属材料によって一体で形成される。保持
部２２は、第１幅方向Ｙに沿って締結部２１と隣接して連結され、上述のスタッドボルト
１０を保持する。すなわち、スタッドボルト１０は、本体部２０において、当該保持部２
２に保持される。
【００２６】
　締結部２１は、一対の環状部２０ａ、２０ｂ、及び、屈曲連結部２０ｃを含んで構成さ
れる。保持部２２は、一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅを含んで構成される。本体部２０
は、例えば、導電性を有する金属板に対してプレス折り曲げ加工等を施すことにより、こ
れら一対の環状部２０ａ、２０ｂ、屈曲連結部２０ｃ、及び、一対の保持板状部２０ｄ、
２０ｅが一体で形成される。本体部２０は、全体として、屈曲連結部２０ｃを挟んで略Ｕ
字状に折り返され、環状部２０ａ、保持板状部２０ｄと環状部２０ｂ、保持板状部２０ｅ
とがそれぞれ軸線方向Ｘに沿って対向し積層された２層積層構造で構成される。
【００２７】
　より具体的には、一対の環状部２０ａ、２０ｂは、それぞれ種々の凹凸形状や切り欠き
形状が付された略矩形環状で、かつ、板状に形成される。各環状部２０ａ、２０ｂは、板
厚方向が軸線方向Ｘに沿い、かつ、第１幅方向Ｙ、及び、第２幅方向Ｚに沿って延在する
。環状部２０ａと環状部２０ｂとは、第１幅方向Ｙの一方側（保持部２２側とは反対側）
の端部同士が屈曲連結部２０ｃを介して連続するように一体で形成される。一対の環状部
２０ａ、２０ｂは、軸線方向Ｘに沿って間隔をあけた状態で当該軸線方向Ｘに沿って相互
に対向して位置する。締結部２１は、環状部２０ａが鉛直方向の上側（バッテリポストＰ
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の設置面とは反対側）に位置し、環状部２０ｂが鉛直方向の下側（バッテリポストＰの設
置面側）に位置する。
【００２８】
　一対の環状部２０ａ、２０ｂは、それぞれポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇが形成されるこ
とで、上述したようにそれぞれ略矩形環状に形成される。ポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇは
、バッテリポストＰが挿入される孔であり、それぞれ環状部２０ａ、２０ｂを軸線方向Ｘ
に沿って貫通している。ポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇは、バッテリポストＰの外径形状に
応じた略円形状に形成される。ポスト挿入孔２０ｆとポスト挿入孔２０ｇとは、一対の環
状部２０ａ、２０ｂが屈曲連結部２０ｃを介して上下に積層された状態で軸線方向Ｘに沿
って対向する位置関係で形成される。ポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇは、各内周壁面にバッ
テリポストＰのテーパに対応したテーパが形成されており、当該バッテリポストＰが挿入
された状態で当該各内周壁面がバッテリポストＰと接触する。
【００２９】
　そして、締結部２１は、一対の環状部２０ａ、２０ｂと屈曲連結部２０ｃとに渡ってス
リット（間隙）２０ｆが形成される。スリット２０ｈは、一対の環状部２０ａ、２０ｂの
屈曲連結部２０ｃ側の端部において、第１幅方向Ｙに沿って延在しポスト挿入孔２０ｆ、
２０ｇと連続すると共に、屈曲連結部２０ｃにおいて軸線方向Ｘに沿って延在する。言い
換えれば、スリット２０ｈは、ポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇから環状部２０ａ、２０の一
部を分断するようにして屈曲連結部２０ｃまで延在して形成される。締結部２１は、一対
の環状部２０ａ、２０ｂの屈曲連結部２０ｃ側の端部において、当該スリット２０ｈが形
成された部分が締付端部２０ｉを構成する。締付端部２０ｉは、本体部２０をバッテリポ
ストＰに締結する際に締付機構３０によって締め付けられる部分となる。
【００３０】
　一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅは、それぞれ種々の凹凸形状や切り欠き形状が付され
た略矩形板状に形成される。各保持板状部２０ｄ、２０ｅは、板厚方向が軸線方向Ｘに沿
い、かつ、第１幅方向Ｙ、及び、第２幅方向Ｚに沿って延在する。保持板状部２０ｄは、
環状部２０ａと第１幅方向Ｙに沿って連続するように一体で形成される。保持板状部２０
ｅは、環状部２０ｂと第１幅方向Ｙに沿って連続するように一体で形成される。ここでは
、保持板状部２０ｄ、２０ｅは、それぞれ環状部２０ａ、２０ｂとの間に段差を有して連
続している。
【００３１】
　一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅは、保持板状部２０ｄ側に挿通孔２０ｊが形成される
。挿通孔２０ｊは、スタッドボルト１０の軸部１０ｂが挿通される孔であり、保持板状部
２０ｄを軸線方向Ｘに沿って貫通し当該軸線方向Ｘに沿って開口する。挿通孔２０ｊは、
内径φｊが調整部１０ｃの外径（幅Ｈｃに相当）よりやや大きい略円形状に形成される。
【００３２】
　保持部２２は、例えば、折り曲げ加工の前に事前に挿通孔２０ｊにスタッドボルト１０
の軸部１０ｂが挿通された状態で、一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅが折り曲げ加工され
る。これにより、保持部２２は、一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅが軸線方向Ｘに沿って
上下に積層された状態とされ、当該積層された一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅによって
スタッドボルト１０の基部１０ａを軸線方向Ｘに沿って挟み込んで保持する。ここでは、
保持板状部２０ｄは、スタッドボルト１０の軸部１０ｂが貫通する挿通孔２０ｊが形成さ
れた上板を構成する。一方、保持板状部２０ｅは、上板である保持板状部２０ｄと軸線方
向Ｘに対向し当該保持板状部２０ｄとの間にスタッドボルト１０の基部１０ａを保持する
下板を構成する。つまり、一対の保持板状部２０ｄ、及び、保持板状部２０ｅは、互いに
対向して積層され互いの間に基部１０ａを保持する。保持部２２は、保持板状部２０ｄ、
２０ｅの折り返し部２０ｋ、２０ｌによって基部１０ａを抱き込むように保持すると共に
保持板状部２０ｄに設けられた規制突起部２０ｍが基部１０ａに当接することで、当該ス
タッドボルト１０の軸部１０ｂ周りの回転を規制する。
【００３３】
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　スタッドボルト１０は、保持板状部２０ｄと保持板状部２０ｅとの間に基部１０ａが保
持された状態で、軸部１０ｂが挿通孔２０ｊに挿通され当該挿通孔２０ｊを軸線方向Ｘに
沿って貫通する。これにより、スタッドボルト１０は、軸部１０ｂが挿通孔２０ｊから軸
線方向Ｘに沿って突出して露出し、当該露出した軸部１０ｂにナット１１を介して接続端
子Ｔを締結し電気的に接続可能である。スタッドボルト１０は、当該軸部１０ｂを接続端
子Ｔの挿通孔Ｔａに挿通するようにして接続端子Ｔが組み付けられた状態で、軸部１０ｂ
にナット１１が螺合されることで当該軸部１０ｂに接続端子Ｔが締結され、接続端子Ｔと
締結部２１の保持板状部２０ｄとが導通接続される。
【００３４】
　そして、本実施形態のスタッドボルト１０は、図４、図６、図７に示すように、保持板
状部２０ｄと保持板状部２０ｅとの間に基部１０ａが保持され、軸部１０ｂが挿通孔２０
ｊに挿通された状態で、調整部１０ｃが挿通孔２０ｊ内に位置する。ここでは、調整部１
０ｃは、軸線方向Ｘに沿った厚さｔｃが保持板状部２０ｄの厚さ（板厚）ｔｊよりもやや
薄くなるように形成されている。この構成により、調整部１０ｃは、軸線方向Ｘの先端側
の面１０ｃａが、保持板状部２０ｄの接続端子Ｔとの当接面２０ｄａに対して段差を有し
面落ちして位置する。すなわち、調整部１０ｃは、面１０ｃａが当接面２０ｄａに対して
軸線方向Ｘに沿って若干引っ込んで挿通孔２０ｊ内に収まって位置する。
【００３５】
　締付機構３０は、図１、図２、図３、図４、図６等に示すように、上記のように構成さ
れる本体部２０の締結部２１の締付端部２０ｉを第２幅方向Ｚに沿って締め付けることで
、本体部２０をバッテリポストＰに締結する機構である。ここでは一例として、締付機構
３０は、貫通部材としての板ナット３１、締結部材としての締結ボルト３２、押圧力変換
部材としてのブラケット３３を含んで構成され、これらが協働して締付端部２０ｉを第２
幅方向Ｚに沿って締め付ける力を発生させる。この締付機構３０は、板ナット３１が第２
幅方向Ｚに沿ってスリット２０ｈを横断するような位置関係で締付端部２０ｉに挿通され
ると共に、当該板ナット３１に締結ボルト３２、ブラケット３３が組み付けられることで
、締付端部２０ｉに装着される。
【００３６】
　上記のように構成されるバッテリ端子１は、本体部２０の締結部２１のポスト挿入孔２
０ｆ、２０ｇ内にバッテリポストＰが挿入された状態で、締付機構３０によって締付端部
２０ｉを締め付けることでバッテリポストＰに締結される。詳細な説明を省略するが、こ
の締付機構３０は、本体部２０をバッテリポストＰに締結する場合、ポスト挿入孔２０ｆ
、２０ｇ内にバッテリポストＰが挿入された状態で、締結ボルト３２を軸線方向Ｘに沿っ
て締め付けていく。これにより、締付機構３０は、締結ボルト３２と板ナット３１との間
に軸線方向Ｘに沿った締付力を発生させる。そして、締付機構３０は、発生させた当該締
付力を、板ナット３１とブラケット３３との作用によって第２幅方向Ｚに沿った押圧力に
変換する。そして、締付機構３０は、変換した当該押圧力によって、板ナット３１とブラ
ケット３３とを介して、締付端部２０ｉを第２幅方向Ｚに沿ってスリット２０ｈの幅を狭
くするように締め付ける。この結果、締付機構３０は、ポスト挿入孔２０ｆ、２０ｇの径
を縮小させ、本体部２０をバッテリポストＰに締結し導通することができる。なお、締付
機構３０は、上記の形式に限らず、例えば、ボルト、及び、ナットを含んで構成され、ボ
ルトを第２幅方向Ｚに沿って締め付けていくことで締付端部２０ｉを第２幅方向Ｚに沿っ
て締め付ける形式のものであってもよい。
【００３７】
　そして、バッテリ端子１は、スタッドボルト１０の軸部１０ｂを接続端子Ｔの挿通孔Ｔ
ａに挿通するようにして接続端子Ｔが組み付けられ、軸部１０ｂにナット１１が螺合され
ることで、軸部１０ｂに接続端子Ｔが締結され、接続端子Ｔと締結部２１の保持板状部２
０ｄとが導通接続される。
【００３８】
　そして、本実施形態のバッテリ端子１は、上記のようにスタッドボルト１０の基部１０
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ａが保持部２２に保持された状態で挿通孔２０ｊ内に位置する調整部１０ｃによって、保
持部２２に保持されたスタッドボルト１０の位置ずれを抑制することができる。すなわち
、調整部１０ｃは、幅Ｈｃが基部１０ａの幅Ｈａより小さくかつ軸部１０ｂの幅Ｈｂより
大きく形成されることで、挿通孔２０ｊ内に位置した状態で当該挿通孔２０ｊの内周面と
の間の隙間を相対的に小さく抑制しガタ詰めすることができる。この構成より、スタッド
ボルト１０は、保持部２２に保持された状態で、軸線方向Ｘと交差する方向へのガタつき
を抑制することができる。
【００３９】
　これにより、バッテリ端子１は、例えば、挿通孔２０ｊの中心位置に対してスタッドボ
ルト１０の中心軸線Ｃ２が芯ズレすることを抑制することができる。この結果、バッテリ
端子１は、例えば、軸部１０ｂが芯ズレしているがために、軸部１０ｂに組み付ける接続
端子Ｔが周囲の物体（例えば、バッテリ筐体Ｂａの凹部壁面等）と干渉してしまい軸部１
０ｂに組み付けできない事態が発生することを抑制することができる。
【００４０】
　以上で説明したバッテリ端子１は、バッテリポストＰに締結された締結部２１と保持部
２２とが電気的に接続され、当該保持部２２に保持されたスタッドボルト１０に対して接
続端子Ｔが電気的に接続される。この構成において、保持部２２は、軸線方向Ｘに沿って
開口する挿通孔２０ｊが形成されている。そして、スタッドボルト１０は、基部１０ａが
保持部２２に保持された状態で、軸部１０ｂが挿通孔２０ｊを軸線方向Ｘに沿って貫通し
、かつ、調整部１０ｃが挿通孔２０ｊ内に位置する。ここで、スタッドボルト１０におい
て、軸部１０ｂは、接続端子Ｔが締結される部分であり、調整部１０ｃは、当該軸部１０
ｂの基端に設けられ軸線方向Ｘと交差する交差方向（第１幅方向Ｙ、第２幅方向Ｚ）の幅
Ｈｃが基部１０ａの幅Ｈａより小さくかつ軸部１０ｂの幅Ｈｂより大きく形成された部分
である。この構成により、バッテリ端子１は、挿通孔２０ｊ内に位置する調整部１０ｃに
よって、保持部２２に保持されたスタッドボルト１０の位置ずれを抑制することができる
。この結果、バッテリ端子１は、接続端子Ｔが電気的に接続されるスタッドボルト１０を
上記のように適正に保持することができる。
【００４１】
　ここで、上記のように構成されるバッテリ端子１は、例えば、接続端子Ｔ等の接続相手
部材の種類に応じて、軸部１０ｂの外径（幅Ｈｂに相当）が相互に異なるスタッドボルト
１０を使い分ける場合がある。そしてこの場合、複数のバッテリ端子１は、本体部２０や
締付機構３０を共通の構成とした上で、軸部１０ｂの外径が相互に異なるスタッドボルト
１０を使い分ける場合がある。このような場合において、複数のバッテリ端子１は、各ス
タッドボルト１０間で軸部１０ｂの外径を異ならせる一方、調整部１０ｃの外径（幅Ｈｃ
に相当）を略同一としておくことで、挿通孔２０ｊの内径φｊを調整部１０ｃの外径にあ
わせた共通の内径とすることができる。その上で、バッテリ端子１は、例えば、接続端子
Ｔ等の接続相手部材の種類に応じて相対的に小径の軸部１０ｂを有するスタッドボルト１
０が適用されても、上記のように当該調整部１０ｃによって、保持部２２に保持されたス
タッドボルト１０の位置ずれを抑制することができる。つまりこの場合、調整部１０ｃは
、複数のスタッドボルト１０間での軸部１０ｂの外径の相違に応じて当該軸部１０ｂの外
周面と挿通孔２０ｊの内周面との間に生じうる隙間を埋めるためのボルト径変更吸収部と
して機能することができ、この結果、汎用性を向上することができる。
【００４２】
　この結果、バッテリ端子１は、上記ように汎用性を向上させた上で、相互に軸部１０ｂ
の外径が異なる複数のスタッドボルト１０をそれぞれ適正に保持することができる。つま
り、バッテリ端子１は、例えば、軸部１０ｂの外径が相互に異なるスタッドボルト１０に
あわせて個別に挿通孔２０ｊの内径φｊを変更した本体部２０を用意しなくても、挿通孔
２０ｊの内径φｊを調整部１０ｃの外径にあわせた本体部２０を共用することができ、そ
の上で、上記のように各スタッドボルト１０を適正に保持することができる。言い換えれ
ば、バッテリ端子１は、本体部２０や締付機構３０を共通の構成とした上で、軸部１０ｂ
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の外径が相互に異なるスタッドボルト１０を使い分けても、上記のように当該スタッドボ
ルト１０を適正に保持することができる。この結果、バッテリ端子１は、例えば、軸部１
０ｂの外径が相互に異なるスタッドボルト１０ごとに本体部２０を作成する必要がなく、
共通の金型で軸部１０ｂの外径が相互に異なる複数種類のバッテリ端子１を製造すること
ができるので、製造コストを抑制できる。
【００４３】
　ここでは、以上で説明したバッテリ端子１は、調整部１０ｃが軸線方向Ｘに沿う円柱状
に形成される。この構成により、バッテリ端子１は、スタッドボルト１０において、円柱
状をなす調整部１０ｃを、軸部１０ｂの螺合溝と共に転造によって容易に形成することが
できるので、例えば、製造コストを抑制できる。
【００４４】
　なお、上述した本発明の実施形態に係るバッテリ端子は、上述した実施形態に限定され
ず、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変更が可能である。
【００４５】
　以上の説明では、本体部２０は、金属板のプレス折り曲げ加工等により、一対の環状部
２０ａ、２０ｂ、屈曲連結部２０ｃ、及び、一対の保持板状部２０ｄ、２０ｅが一体で形
成されるものとして説明したがこれに限らない。本体部２０は、例えば、屈曲連結部２０
ｃを備えず、軸線方向Ｘに対して上板を構成する上側分割体（環状部２０ａ、保持板状部
２０ｄ）と下板を構成する下側分割体（環状部２０ｂ、保持板状部２０ｅ）との２層分割
構造とし、別体に構成された上側分割体と下側分割体とを一体化する構成を有するもので
あってもよい。
【００４６】
　以上の説明では、接続相手部材は、電線Ｗの末端に設けられた接続端子Ｔであるものと
して説明したがこれに限らない。接続相手部材は、例えば、いわゆるヒューズユニット等
の各種電子部品ユニットの端子部によって構成されるものであってもよい。
【００４７】
　以上の説明では、基部１０ａは、略矩形板状に形成されものとして説明したがこれに限
らない。基部１０ａは、例えば。略六角形板状等に形成されてもよい。
【００４８】
　以上の説明では、調整部１０ｃは、中心軸線Ｃ２が軸線方向Ｘ（挿通方向）に沿う略円
柱状に形成されるものとして説明したがこれに限らない。調整部１０ｃは、幅が基部の幅
より小さくかつ軸部の幅より大きく形成され挿通孔２０ｊ内に位置する形状であればよく
、例えば、略矩形柱状に形成されてもよいし、略十字型柱状等、種々の凹凸部が付された
形状に形成されてもよい。
【００４９】
　以上で説明した軸部１０ｂは、例えば、識別用の形状が付されていてもよい。
【００５０】
　図８に示す変形例に係るバッテリ端子２０１は、スタッドボルト１０にかえてスタッド
ボルト２１０を備える点で上述したバッテリ端子１と異なる。スタッドボルト２１０は、
軸部１０ｂに識別記号部２１０ｄが形成される点で上述したスタッドボルト１０と異なる
。バッテリ端子２０１、スタッドボルト２１０のその他の構成は、上述のバッテリ端子１
、スタッドボルト１０と略同様の構成である。
【００５１】
　本変形例に係る軸部１０ｂは、軸線方向Ｘの先端に、他のスタッドボルトと識別可能な
識別記号部２１０ｄが形成されている。図８に示す識別記号部２１０ｄは、一例として、
軸部１０ｂの先端において、略円形状の凹部として形成される。この識別記号部２１０ｄ
の形状は、例えば、当該識別記号部２１０ｄが設けられるスタッドボルト２１０の軸部１
０ｂの外径等に応じて適宜異なる形状（例えば、略二重丸形状、略三角形状、略四角形状
等）とされる。この構成により、バッテリ端子２０１は、共通の本体部２０に対して軸部
１０ｂの外径が相互に異なるスタッドボルト２１０が適用された複数のバッテリ端子２０
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１を、当該軸部１０ｂの外径に応じて相互に識別し易くすることができる。
【００５２】
　以上の説明では、調整部１０ｃは、面１０ｃａが当接面２０ｄａに対して軸線方向Ｘに
沿って若干引っ込んで挿通孔２０ｊ内に収まって位置するものとして説明したがこれに限
らない。
【００５３】
　図９に示す変形例に係るバッテリ端子３０１は、スタッドボルト１０にかえてスタッド
ボルト３１０を備える点で上述したバッテリ端子１と異なる。スタッドボルト３１０は、
調整部１０ｃにかえて調整部３１０ｃを備える点で上述したスタッドボルト１０と異なる
。バッテリ端子３０１、スタッドボルト３１０のその他の構成は、上述のバッテリ端子１
、スタッドボルト１０と略同様の構成である。
【００５４】
　本変形例に係る調整部３１０ｃは、軸線方向Ｘに沿った厚さｔｃが上述した調整部１０
ｃと異なる。調整部３１０ｃのその他の構成は、上述の調整部１０ｃと略同様の構成であ
る。ここでは、調整部３１０ｃは、軸線方向Ｘに沿った厚さｔｃが保持板状部２０ｄの厚
さ（板厚）ｔｊと略同等となるように形成されている。これにより、調整部３１０ｃは、
軸線方向Ｘに対して、軸線方向Ｘの先端側の面３１０ｃａが保持部２２の保持板状部２０
ｄの接続端子Ｔとの当接面２０ｄａとほぼ揃っている。すなわち、調整部３１０ｃは、面
３１０ｃａが当接面２０ｄａと同一平面内に位置する。この構成により、バッテリ端子３
０１は、当接面２０ｄａだけでなく調整部３１０ｃの面３１０ｃａも接続端子Ｔとの導通
面として用いることができるので、接続端子Ｔとの接触面積を相対的に広く確保すること
ができる。この結果、バッテリ端子３０１は、より良好な導通性能を確保することができ
る。
【符号の説明】
【００５５】
１、２０１、３０１　　バッテリ端子
１０、２１０、３１０　　スタッドボルト（接続部材）
１０ａ　　基部
１０ｂ　　軸部
１０ｃ、３１０ｃ　　調整部
１０ｃａ、３１０ｃａ　　面
１１　　ナット
２０　　本体部
２０ａ、２０ｂ　　環状部
２０ｃ　　屈曲連結部
２０ｄ、２０ｅ　　保持板状部
２０ｄａ　　当接面
２０ｆ、２０ｇ　　ポスト挿入孔
２０ｈ　　スリット
２０ｉ　　締付端部
２０ｊ　　挿通孔
２０ｋ、２０ｌ　　折り返し部
２０ｍ　　規制突起部
２１　　締結部
２２　　保持部
３０　　締付機構
３１　　板ナット
３２　　締結ボルト
３３　　ブラケット
２１０ｄ　　識別記号部
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Ｂ　　バッテリ
Ｂａ　　バッテリ筐体
Ｃ１、Ｃ２　　中心軸線
Ｈａ、Ｈｂ、Ｈｃ　　幅
Ｐ　　バッテリポスト
Ｔ　　接続端子（接続相手部材）
Ｔａ　　挿通孔
Ｗ　　電線
Ｘ　　軸線方向（挿通方向）
Ｙ　　第１幅方向（交差方向）
Ｚ　　第２幅方向（交差方向）
φｊ　　内径

【図１】 【図２】
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